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用語解説＜意匠＞ 

 意匠法の保護対象 
意匠法で保護される意匠は、美しさや独自性のある物品の形状・模様・色彩などに関する「デザイン」です。このデザイン

は、人間の創造的な活動の成果としての創作であるという点では、特許法や実用新案法と共通しています。しかし、発明や

考案が自然法則を利用した技術的思想であり、特許法・実用新案法がその面から保護しているのに対して、意匠法は美感

の面から創作を把握し、これを保護しようという点で異なっています。  
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